
知的財産権の種類 非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2024年第 45号

に基づく政府

費用 

（米ドル） 

非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2018年第 9号に

基づく政府費用 

（米ドル） 

備考 

著作権および工業意匠 

著作物および／または隣接権利産物の

記録 

US$16.00  非租税国家歳入（PNBP）に関する料金

規則 2018年第 9号では、零細・中小企業

（MSMEs）向けと一般出願人向けの 2つ

の支払いスキームがあった。しかし、非

租税国家歳入（PNBP）に関する料金規

則 2024年第 45号では、料金設定が標準

化され、MSMEs と一般出願人のいずれ

に分類されるかにかかわらず、すべての

出願人に単一の手数料が適用された（差

別化なし）。 

工業意匠登録出願 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

1. 工業意匠１件 

2. 工業意匠の組物（セット） 

b) 一般出願人 

1. 工業意匠１件 

2. 工業意匠の組物（セット） 

 

 

 

 

US$20.00 

US$45.00 

 

 

US$70.00 

US$105.00 

 

 

 唯 一 の 違 い は 、 非 租 税 国 家 歳 入

（PNBP）に関する料金規則 2024年第 45

号に基づくマニュアルでの支払いスキー

ムのオプションが削除されたことであ

る。以前は、マニュアルまたは電子決済

のオプションがあった。 



知的財産権の種類 非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2024年第 45号

に基づく政府

費用 

（米ドル） 

非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2018年第 9号に

基づく政府費用 

（米ドル） 

備考 

特許および実用新案（簡易特許） 

特許出願 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

b) 一般出願人 

 

 

US$30.00 

 

US$105.00 

 

 唯 一 の 違 い は 、 非 租 税 国 家 歳 入

（PNBP）に関する料金規則 2024年第 45

号に基づくマニュアルでの支払いスキー

ムのオプションが削除されたことであ

る。以前は、マニュアルまたは電子決済

のオプションがあった。 実用新案（簡易特許）出願 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

b) 一般出願人 

 

US$20.00 

 

US$70.00 

 

実体審査請求    

特許出願の実体審査請求 US$280.00 US$240.00 特許の実体審査請求にかかる手数料が値

上げされた。 

実用新案（簡易特許）出願の実体審査

請求 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

b) 一般出願人 

 

 

US$40.00 

 

 

US$60.00 

 

 

 

 

 

 

 

     

US$40.00 

 

 

 

 

 



知的財産権の種類 非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2024年第 45号

に基づく政府

費用 

（米ドル） 

非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2018年第 9号に

基づく政府費用 

（米ドル） 

備考 

出願拒絶査定に対する不服審判請求 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

b) 一般出願人 

 

US$120.00 

 

US$320.00 

 拒絶査定不服審判の請求に係る手数料が

変更され、2 つのタイプに分類された：

零細企業、小企業、教育機関、政府研究

開発機関と一般出願人の 2 種類に分類さ

れた。 

特許付与後の明細書、クレームおよび

／または図面の訂正 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

b) 一般出願人 

 

 

US$120.00 

 

US$320.00 

 特許付与後の明細書、クレームおよび／

または図面の訂正に係る手数料が変更さ

れ、2 つのタイプに分類された：零細企

業、小企業、教育機関、政府研究開発機

関と一般出願人の 2種類に分類された。 

特許付与の決定 

a) 零細企業、小企業、教育機関、政

府研究開発機関 

b) 一般出願人 

 

US$120.00 

 

US$320.00 

 特許付与の決定に係る手数料が変更さ

れ、2 つのタイプに分類された：零細企

業、小企業、教育機関、政府研究開発機

関と一般出願人の 2種類に分類された。 

 

審判委員会決定書の写しの請求 

 

US$2/1ページ   この政府料金は、以前の非租税国家歳入

（PNBP）の料金体系には含まれていな

かった。 

 

 

 

 



知的財産権の種類 非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2024年第 45号

に基づく政府

費用 

（米ドル） 

非租税国家歳入

（PNBP）に関

する料金規則

2018年第 9号に

基づく政府費用 

（米ドル） 

備考 

商標および地理的表示 

商標出願   唯 一 の 違 い は 、 非 租 税 国 家 歳 入

（PNBP）に関する料金規則 2024年第 45

号に基づくマニュアルでの支払いスキー

ムのオプションが削除されたことであ

る。以前は、マニュアルまたは電子決済

のオプションがあった。 

マドリッドプロトコル経由国際商標登

録出願 

CHF 125 CHF 144  

国際商標保護の延長 

a) 商標保護期間満了前 6 ヶ月以内又は

満了前まで 

b) 商標保護期間満了後一定期間以内 

 

 

CHF 156 

 

 

CHF 313 

 

 

CHF 180 

 

 

CHF 360 

 

 


